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北海道⼤学インフラ⻑寿命化計画（⾏動計画） 

 
1. 計画の概要 

(１) 計画策定の趣旨 
 我が国の国⽴⼤学法⼈等の施設は、⾼等教育や学術研究の進展と歩調を合わ
せ、時代の要請に応じて教育研究と⼀体的に整備され、教育研究活動の基盤を⽀
える社会資本として形成されてきた。しかし、⾼度経済成⻑期以降に急速に整備
された施設は、現在、⽼朽化が進⾏し、修繕や更新を必要とする時期に差し掛か
っており、計画的な修繕および⽼朽化対策が求められている。 
 本学においても、施設整備費補助⾦のほか、多様な財源を活⽤して⽼朽化対策
を実施してきたが、同様の課題を抱えており、今後も計画的に対策を講じる必要
がある。 
 このような状況の中、国は平成 25 年 11 ⽉、政府全体の取り組みとして、国⺠
⽣活や社会経済活動を⽀えるインフラの維持管理等に関する⽅向性を⽰す「イン
フラ⻑寿命化基本計画」を策定し、インフラの戦略的な維持管理・更新を推進し
てきた。 
 これを踏まえ、本学では平成 29 年度に、所有するインフラ（建築物および基
幹設備等）の劣化・損傷・⽼朽化の状況を点検等により的確に把握し、維持管
理・更新を着実に推進するための中期的な取組の⽅向性を⽰す「北海道⼤学イン
フラ⻑寿命化計画（⾏動計画）」を策定した。さらに令和 2 年度には、インフラ
個々のライフサイクルを⽰した「個別施設計画」を策定し、具体的な取組を進め
てきた。 
 今般、これまでの維持管理に対する基本的な考え⽅および施策の⽅向性を継承
しつつ、前回策定以降の環境変化を踏まえ、インフラ⻑寿命化対策のさらなる推
進を図るものである。 
 

(２) 計画の位置づけ 
 本計画は、国の「インフラ⻑寿命化基本計画」に基づき、⽂部科学省の「イン
フラ⻑寿命化計画（⾏動計画）」を踏まえて策定するものであり、本学のサステ
イナビリティに関する計画・施策であるキャンパスマスタープランに関連する計
画に位置づけられる。 
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 図１ インフラ⻑寿命化計画の体系 

 

図２ サステイナビリティに関する主な計画等の体系図 

 
 

(３) 計画の範囲 
① 対象施設 

 本計画におけるインフラとしては、国及び⽂科省と同様に表１に⽰す建築
物、道路等、基幹設備及び基幹配管・配線において、本学が所有する全ての施
設を対象とする。 
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表１ 本計画の対象施設 

 
 

② 計画期間 
本計画における計画期間は、本計画策定時から令和 33 年（2051 年）までと

し、社会経済情勢の変化や他に関連する計画の改定などに柔軟に対応するとと
もに、今後蓄積される施設の点検データなどを効率的・効果的に活⽤するた
め、中期⽬標期間ごとに必要に応じて計画の⾒直しを⾏う。  
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井⼾ポンプ
井⼾

昇降機
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冷凍機
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特別⾼圧受変電設備

経年30年以上 経年29年〜20年 経年19年〜15年 経年14〜0年

2. 現状と課題 
(１) 施設の⽼朽化状況 

・ ⾏動計画策定から９年が経過し築後２５年以上の⽼朽化改修を必要とする施設
⾯積が全体の約２割から３割に増加している。また、図３に⽰すとおり築年数
５０年を経過した建物、この先性能維持改修を必要とする建物も顕著に増加し
ており、⽼朽化対策の着実な実施が必要と考えられる。 

・ また、主な基幹設備については、平成２９年度の⾏動計画策定以降、法定耐⽤
年数を超えるものの割合が⾼く推移しており、今後、⽼朽化等が原因で電気設
備、冷暖房設備及び給排⽔設備等の故障等が増加し、教育研究活動への影響が
危惧される。 

 
図３ 経年別保有⾯積 R7.5 現在 

 
 
図４ 札幌団地・函館団地 基幹設備の経年と法定耐⽤年数（15 年）の関係 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年５⽉現在 
法定耐⽤年数を 
超過している 
数量（基） 

総台数 
（基） 

超過割合 
（％） 

2 3 66.7% 

16 35 45.7% 

14 30 46.7% 

312 438 71.2% 

0 5 0.0% 

48 81 59.3% 

21 64 32.8% 

39 81 48.1% 

62 166 37.3% 

18 18 100.0% 

8 18 44.4% 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

経年50年以上 経年45年以上 経年40年以上 経年35年以上 経年30年以上 経年25年以上 経年20年以上 経年15年以上 経年10年以上 経年5年以上 経年0年以上

経年50年未満 経年45年未満 経年40年未満 経年35年未満 経年30年未満 経年25年未満 経年20年未満 経年15年未満 経年10年未満 経年5年未満

北海道⼤学経年別保有⾯積（職員宿舎を除く）

改修済 ⼀部改修済 未改修

・⽼朽対策改修必要施設（未改修施設 経年 25 年以上）      288,071 ㎡ 33.3％ 
・⼤規模改修必要施設（未改修建物＋⼀部改修済 経年 40 年以上） 138,089 ㎡ 16.0％ 

保有⾯積 865,645 ㎡ 
経年 25 年以上  634,095 ㎡ 

・未改修   288,071 ㎡ 
・⼀部改修済 56,927 ㎡ 
・改修済   289,097 ㎡ 

参考）経年 25 年未満  231,550 ㎡ 
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図５ 札幌団地・函館団地 基幹配管・配線の経年と法定耐⽤年数（15 年）の関係 

 

 
 
 

(２) 点検・診断の実施状況 
・  建物等の保全には、通常⾏う保守、運転・監視、警備、清掃等と併せて、

建築部位や設備機器等の定期点検等が重要となる。定期点検には図６のよう
な法令に基づくものと設備機器等の維持管理に必要な⾃主的な点検等があ
る。 

・  本学では各種法令を遵守し適切に点検を実施している。⾃主的な点検等に
おいても、平成２９年度の⾏動計画策定以降、対象の建物や基幹設備点検を
拡⼤させている。 
 
図６ 法定点検の概要 

 

令和７年５⽉現在 
法定耐⽤年数を 
超過している 
数量（ｍ） 

総台数 
（ｍ） 

超過割合 
（％） 

20,929 29,555 70.8% 

21,508 23,825 90.3% 

18,334 19,260 95.2% 

20,285 21,566 94.1% 

66,403 95,169 69.8% 

163,992 221,618 74.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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屋外電⼒線

屋外冷暖房管
屋外排⽔管
屋外ガス管
屋外給⽔管

経年30年以上 経年29〜20年 経年19年〜15年 経年14〜0年
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・  建築基準法に基づく定期点検は、その点検項⽬から、建物内配管・設備機
器等の⽼朽化状況を正確に把握することが出来ない。また、構造躯体の⽼朽
化状況を把握するための耐⼒度調査（コンクリート強度及び中性化深さの把
握等）については、法⼈化以降、概算要求事業を対象に実施しているが、そ
れ以外の建物については調査が停滞しており課題となっている。 

・  屋外基幹配管のうち、⼟中埋設部分については、これまで効率の良い点検
⽅法等が確⽴されておらず、⼀部を除き点検は実施していない。点検コスト
等を勘案し、適切で計画的な更新を計画する。 
 

(３) 厳しい財政状況 
・  国⽴⼤学等の施設は、主として国の施設整備費補助⾦や運営費交付⾦等に

よって整備・管理が進められてきたが、昨今、政府全体の財政状況が極めて
厳しいなか、保有⾯積が増加している⼀⽅、基盤的経費である国⽴⼤学法⼈
運営費交付⾦が減少している。また施設整備費補助⾦は毎年度の変動が⼤き
く補正予算に依存する構図となっている。このため本学においても⽼朽施設
の整備・管理の需要に対して⼗分な経費を充当できない状況であり、新たな
財源確保にかかる検討が急務となっている。 
 
図７ 北海道⼤学保有⾯積と運営費交付⾦の推移 
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図８ 北海道⼤学施設整備費補助⾦の推移 

 

 

図９ 北海道⼤学点検保守・運転監視費、修繕費及び建物⾯積の推移 
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3. 管理に関する基本的な考え⽅ 
・  施設管理の現状と課題を踏まえ、施設の⻑寿命化や必要な機能の適正化など、総合

的かつ計画的な維持管理・更新等を着実に推進することにより、財政への負担軽減を
図るとともに、学⽣及び教職員が安⼼して利⽤できる教育研究施設の保全を図る。 

・ 本計画を着実に推進するために、重点的に取り組む次の３つの柱を設定する。 

 
 

 
 

  

◎ メンテナンスサイクルの構築 

利⽤状況や⽴地条件に応じて、変化する劣化や損傷の状態を的確に捉え、施設の状態に応じ

た効果的な維持管理を⾏っていくため、将来にわたって持続可能なメンテナンスサイクルを構

築するとともに、次期点検・診断に活⽤するなど継続的に発展させていく。 

◎ トータルコストの縮減・平準化 

厳しい財政状況下で、必要な取組を確実に実⾏し、取組を持続可能なものにするため、施設

機能の維持向上を図りながら中⻑期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や財政

負担の平準化を図る。 

◎ インフラ⻑寿命化に向けた推進体制 

全ての建築物等及び基幹設備等において、上記の施策を確実に実施していくため、学内体制

を⾒直し、効率的・効果的な維持管理・更新等が可能な体制とする。 
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4. 施策の⽅向性 
(１) メンテナンスサイクルの構築 

今後急速な⽼朽化が予想される中、安全性や施設機能の確保が求められるが、そ
のためには、下表のとおり①定期的な点検・診断、②結果を踏まえた計画の策定、
③当該計画に基づいた⽇常的な修繕や改修の実施、④その内容を記録するという
「メンテナンスサイクル」を構築する必要がある。 

 
 
① 点検・診断の着実な実施 
・  建築物等及び基幹設備等は、利⽤状況、⽴地条件に応じて、劣化や損傷

の進⾏は施設毎に異なり、その状態は⽇々変化することから、メンテナン
スサイクルの構築には、定期的な点検・診断が必要となる。 

・  法定点検が義務付けられていない建築物等及び基幹設備等についても、
表２−１及び表２−２の実施⽅針のとおり、損傷、腐⾷、劣化等により安
全性が損なわれていないか定期的に点検を実施、もしくは効果的な点検を
検討する。 

 
表２−１ 定期点検の実施⽅針（建築物） 
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表２−２ 定期点検等の実施⽅針（基幹設備等） 

 
② 情報の蓄積と利活⽤ 
・  メンテナンスサイクルを継続、発展させるため、施設機器台帳及び点

検・診断や修繕・更新等の履歴情報を蓄積し、利活⽤する。 
・  施設機器台帳及び点検・診断や修繕・更新等の履歴情報を速やかに収集

する仕組みを構築し、その結果を次回の定期点検等に反映する。 
 

③ 基準の整備 
・  建築物及び基幹設備等を⻑期にわたり良質なストックとして活⽤すると

ともに、適切な経費で効率的な維持管理を⾏うため、事務局及び各部局等
が対応すべき内容の具体的な保全⽅法を⽰した施設維持保全の⼿引きを整
備する。その際には、省エネルギー化及び温室効果ガスの排出抑制にも配
慮する。 
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表３ 本学が活⽤する施設の維持管理等に関する指針・⼿引き 

 
 

④ 安全確保の取り組み 
・  利⽤者の安全確保には、メンテナンスサイクルの取組を通じて、より正

確に施設の状態を把握する。 
・  これまで同様、供⽤を休⽌している施設や、⽇常の巡視等で危険と判断

した施設があった場合には、速やかに⽴⼊禁⽌等の措置を講じるととも
に、必要な対応を⾏う。 

 
(２) トータルコストの縮減・平準化 

① 構造躯体の⽬標耐⽤年数及び改修時期の設定 
・  これまでの実績では、改築された建物の寿命は構造躯体の⽬標耐⽤年数

で決まるのではなく、その時々の国の予算づけと学内事情に左右され、築
後約４０〜６０年であった。また、改修済み建物の改修時期も築後約３０
〜４０年であった。 

・  今後は中⻑期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減・平準
化を実現するため、原則、建物の改築までの期間は構造躯体の⽬標耐⽤年
数とし、その間に⼤規模改修を実施する⻑寿命化対応へ転換を図り、社会
的要求⽔準の確保及び機能向上に努める。 

・  そのため、本学の現状及び特性を踏まえた上で独⾃の考えに基づく、構
造躯体の⽬標耐⽤年数を９０年とし、その間に必要な⼤規模改修を新築後
経年４５年に設定する。※1 

・  また、建物の⽼朽化状況及び重要度等を勘案し、建物ごとにトリアージ
（峻別）を⾏い、トータルコストの縮減、平準化を図る。 
 

※１⽬標耐⽤年数 90 年、⼤規模改修時期（新築後経年 45 年）の設定について 
北海道⼤学札幌キャンパス構内の所在する、経年数の異なる複数の建物に対して中性化試験

及びコンクリート強度推定試験を実施し、その結果に基づき、推定耐⽤年数を 90 年に設定し
た。 

また、建物のトータルコストの縮減を図るため、経年 45 年を⼤規模改修の時期とし、さらに
新築から⼤規模改修の中間、および⼤規模改修から改築までの中間において、外部等（設備含
む）性能維持改修を設定した。 
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図 10 ⼤規模改修による維持管理のイメージ 

 

② 1970 年以前に建築された建物の改築 
・  1970 年以前に建築された建物が 2050 年以降、⼀⻫に改築時期を迎え、

⼤きなコスト負担は避けられない状況。これを避けるため、今から段階的
に改築へ移⾏し、インフラストックの適正化を図る必要がある。 
 

③ 予防保全型維持管理の導⼊ 
・  施設を可能な限り⻑期期に使⽤するため、従来の事後保全型維持管理を

⾒直し、施設の特性を踏まえ、安全性や経済性の観点から、⽬標耐⽤年数
である 90 年の達成を確実にするために、損傷が軽微である早期段階に予防
的な修繕等を実施し、機能の保持・回復を図る予防保全型維持管理を導⼊
する。ただし、リスクが⼩さい場合には、点検等に要する保全費⽤の削減
を⽬的として、事後保全を選択することも可能とする。 

・  また、建物及び建物附属設備の更新時期については、本学の現状及び施
設の特性を踏まえ、独⾃の考えに基づく⽬標耐⽤年数を基準とする。 
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図 11 事後保全と予防保全による維持管理のイメージ 

 

④ 個別施設毎の⻑寿命化計画の策定 
・  維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減・平準化を図るには、点

検・診断等の結果をもとに、取組の優先順位など個別施設毎の具体的対応
を⽰す「個別施設計画」に定め、計画的な取組を実施する。 

・  計画の策定及び⾒直しに際しては、災害時における拠点としての機能確
保の観点から、修繕・更新等に併せてその対策に取り組む計画とする。 

 
⑤ インフラ機能の適正化 
・  これまでも建物改修時等には、研究部⾨の移転・集約や、使⽤しなくな

った施設の⽤途転換、取り壊しなど建築物の有効活⽤も含め、その適正化
に取組んできた。 

・  今後も修繕・更新等を実施する際には、各施設の健全性や役割、機能、
利⽤状況、重要性等を踏まえ、対策の優先順位の考え⽅を明確にした上
で、⾏動計画や個別施設計画に基づき、必要な修繕・更新等を効率的かつ
効果的に実施する。 

・  インフラ機能適正化の際には、令和 8 年３⽉に⽂部科学省において策定
された第６次施設整備５か年計画で⽰された「イノベーションコモンズ
（共創拠点）の実装化、地域の防災拠点の実現」を図ると共に、保有して
いる⽼朽施設について戦略的リノベーションを中⼼とした⻑寿命化改修を
実施する。 
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・  施設整備の際には、温室効果ガスの排出削減に資する建築資材の選択や
温室効果ガスの排出の少ない施⼯の実施等により、建築物のライフサイク
ルカーボンの排出削減に努める。また、将来的に必要となる維持管理費を
⽐較し使⽤材料や設備機器を選択するなど、ライフサイクルコスト削減に
向けた取組を⾏うことが重要である。 

・  「北海道⼤学サステイナビリビリティ宣⾔」の施策である本学の持続可
能な社会への実現のための “⾏動計画（Climate Action Plan（仮称））に
基づき、カーボンニュートラル達成のための外壁やサッシの断熱化、照明
や空調設備の⾼効率化など、省エネルギー化を推進する整備が重要であ
る。 
 

⑥ 新技術の導⼊ 
・  維持管理・更新等に係る費⽤の低減を図りつつ、これまでの⼿法では確

認困難であった損傷箇所等を的確に点検・診断・対処するには新技術の導
⼊が有効である。 

・  また、メンテナンスの質の向上、作業の効率化、利⽤者への影響の最⼩
化、⼯期の短縮、トータルコストの縮減等に係る新技術の情報収集に努め、
その導⼊を推進する。その際には、「NETIS 新技術情報提供サイト」等の活
⽤も図る。 

・  インフラ分野のＤＸを推進、設計から施⼯管理までの効率的、効果的なデ
ジタル技術の活⽤、業務の省⼒化を検討する。 
 

⑦ 予算管理 
・  ⽼朽化した膨⼤な管理施設を良好な状態に保つためには、施設の⻑寿命化

に係るメンテナンスサイクルを構築し、トータルコストの縮減や予算の平準
化を図ることが重要である。 

・  また、⾏動計画・個別施設計画等に基づいた施設の⻑寿命化のための取組
を着実に推進するために必要な予算の安定的な確保に努める。 
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(３) インフラ⻑寿命化に向けた推進体制 
① 取組体制 
・  メンテナンスサイクルの構築、トータルコストの縮減・平準化等を確実に

実施するには、⼤学経営層の理解と決定が不可⽋であり、⽼朽化状況並びに
修繕履歴等をデータベース化する等、⼤学全体の「建築物及び基幹設備等」
を総合的に管理する体制を強化する必要がある。 

・  計画の運⽤にあたっては、関係する分野の教員の協⼒を得て推進してい
く。 
 

② 職員の技術⼒確保 
・  法に基づく定期点検等は、その⼤半を専⾨業者に委託しているが、今後と

も職員が実施する⽇常点検及び簡易点検の重要性から技術系職員はもとよ
り、部局の事務系職員においても施設維持保全の⼿引きに基づき知識の向上
を図る。 

・ これまでも、施設管理業務を担う職員等を対象とした研修・講習会等を定期
的に開催するほか、国が主催する研修・講習会へ積極的に参加する等、点
検・診断時の個⼈差の解消や点検技術の向上を図ってきたが、引き続き、こ
れらの取組を継続し、職員の技術⼒の確保に努める。 
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5. 中⻑期的なコストの⾒通し 
(１) コストの算出 

 建築物、基幹設備及び基幹配管・配線に係る中⻑期的なコストとして、計画期
間である 2051 年迄に係る費⽤は、約 1,957 億円 年平均約 75 億円（バックログ
含む）、修繕費、維持保全費及び光熱費に係る費⽤は、約 1,693 億円 年平均約
65 億円 と⾒込まれる。 

次の条件にて算出 

① 建物範囲：所有施設 729 棟（905,087 ㎡）を対象 

・上記の内、病院は現在再開発について計画中であり、再開発に係る詳細な計画を⽴案中

なので本コスト算出から除外する。    

② 積算期間：２６年間（令和 8 年度（2026 年度）〜令和３３年度（2051 年度）） 

③ 積算項⽬：改築費、⼤規模改修費、性能維持改修、基幹設備及び基幹配管更新費、修

繕費、維持保全費、光熱⽔費 

④ 改築費算出にあたり、改築時の⾯積は改築前⾯積の 95％とし試算 

 

図 12 2051 年までに係る総費⽤（⾒込）病院を除く 

※ バックログとは、実施すべきとされながら、未着⼿のまま放置されている案件をいう。 
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(２) コストの⾒通し 
第５期中期⽬標期間に係る施設整備費等の⾒込みは、年間 55.1 億円であると試

算している。過去６年間の実績（年間 26.8 億円、災害対策・重点整備事業を含
む）と同⽔準で予算を確保した場合、年平均で約 28.3 億円の不⾜となる⾒込みで
ある。この不⾜分はバックログとして累積し、第５期末には 169.8 億円（28.3 億
円×６年）増加し、現時点でのバックログと合わせて総額 515 億円（現時点バッ
クログ 345.2 億円＋169.8 億円）に達する⾒込みである。 

これらの状況に対応するため、施設整備費補助⾦の増額要求、⽼朽化防⽌対策経
費の着実な確保、スペースチャージ制導⼊等のマネジメントの取組に加え、新たな
財源確保の検討・実⾏が必要である。また、維持保全費や光熱⽔費に係るコストを
可能な限り削減する⽅向で精査することが重要である。 

 
表 4 第 5 期中期⽬標期間以降の試算 

  
 

  

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 



- 20 - 
 

6. 計画のフォローアップ 
・  ＰＤＣＡサイクルによる継続的なマネジメントを基本とし、計画に基づく進捗状

況を把握、進捗が遅れている取組についての課題の整理・検証、その結果を踏まえ
た予算措置等を通じ、更なる計画の推進につなげる。 

・  このため、施設部を中⼼とした各部局横断的な体制で、⽼朽化対策全般の推進を
図ることとし、毎年度末に計画の進捗状況等について情報共有を図るとともに、課
題の整理や解決⽅策の検討を⾏う。 

・  また、本計画については、点検及び診断結果を踏まえ、適宜必要な⾒直しを⾏
い、内容の充実・深化を図る。  
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参考 
 施設・環境計画室 構成員 
 サステイナビリティ推進機構キャンパスマネジメント部⾨ 施設環境マネジメント WG 構成員 
 
令和 8 年３⽉ 
 
● 施設・環境計画室      ◎室⻑ 
◎横⽥ 篤    理事    副学⻑ 
 愛甲 哲也   農学研究院   教授（総⻑補佐） 

森  太郎  ⼯学研究院          教授（総⻑補佐） 
中島 尚⼦   公共政策学連携研究部     教授（総⻑補佐） 
畠⼭ 鎮次  医学研究院   教授 

 瀬名波 栄潤  ⽂学研究院          教授   
 平野 正幸   施設部            施設部⻑ 
 ⼩澤 丈夫   ⼯学研究院          特任教授（キャンパス計画アドバイザー） 

⾼橋 朋江  監事    （オブザーバー） 
                                      
● サステイナビリティ推進機構キャンパスマネジメント部⾨ 施設環境マネジメントＷＧ    〇WG ⻑  
〇森  太郎  ⼯学研究院          教授（総⻑補佐） 
 愛甲 哲也   農学研究院          教授（総⻑補佐） 
 北垣 亮⾺   ⼯学研究院          教授 

阿部 智和   経済学研究院         教授 
菊⽥ 弘輝   ⼯学研究院          准教授 

 渡部 典⼤   ⼯学研究院          准教授 
 北岡 真吾   キャンパスマネジメント部⾨  特任准教授 
 平  裕    キャンパスマネジメント部⾨   特任助教 
 ⻘⼭ 寛之   施設部   施設企画課⻑ 
 空橋 博幸   施設部   環境配慮促進課⻑ 
 押⽥ 聡    施設部   施設整備課⻑ 
 森本 智博   施設部            施設企画課⻑補佐 

⼩澤 丈夫   ⼯学研究院   特任教授（アドバイザー） 
 


